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用途地域とは

 住居、商業、工業等の用途を適正に配分して道路等の都市機能を維持増進し、住居の環境を保護し、商業、工業等の利便を増進
することが目的

 建築物の用途や建築物の形態制限（容積率、建蔽率、高さ等）について、地方公共団体が都市計画の内容として決定（容積率、
建蔽率、高さ等の具体的数値については、用途地域の種類毎に建築基準法で定められているメニューの中から都市計画で選択）

田園住居地域

農業と調和した低層住宅の環境を守るための地域です。
住宅に加え、農産物の直売所などが建てられます。

第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域

近隣商業地域 商業地域

準工業地域 工業地域 工業専用地域

田園住居地域

特別用途地区とは

 用途地域の指定の目的を基本とし、これを補完するため、特別の目的から特定の用途の利便の増進又は環境の保護等を図るため、建築基
準法に基づき地区の特性や課題に応じて地方公共団体が定める条例で建築物の用途に係る規制の強化又は緩和を行うために定めるもの

 本町では、大規模集客施設制限地区および文教地区の2種類を設定・条例化しており、大規模集客施設など建築物を一部規制している

＜用途地域の構成＞

＜現行都市計画図＞

行政区域（都市計画区域）：9,910ha
うち用途地域： 978ha
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●大津町の状況・課題
菊陽町へのＴＳＭＣの進出以降、大津町においても多くの企業の立地や町全域にわたる住宅開発等が急増している。その中でも、今回の用途地域

指定を検討しているエリアは立地条件等により、企業進出や住宅開発が特に増加している。
また、当該エリアは中九州横断道路のインターチェンジの設置が決定しているなど、今後さらに開発が進むことが想定される。

用途地域内へ開発を誘導し、産業等の集積を促すことで、無秩序な開発を抑制
するとともに、周辺の優良農地等の保全を図るため、用途地域の新規指定を検討

行政区域（都市計画区域）：9,910ha
うち用途地域： 1,090ha

用途地域 容積率/建ぺい率 面積

旧 用途白地地域 200 / 70

新 工業地域 200 / 60
9.9 ha

用途地域 容積率/建ぺい率 面積

旧 用途白地地域 200 / 70

新 工業地域 200 / 60
55.0 ha

用途地域 容積率/建ぺい率 面積

旧 用途白地地域 200 / 70

新 準工業地域 200 / 60
47.1 ha
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新工業団地

(仮)大津西ＩＣ

本田技研工業

既存の住宅にも配慮しながら、用途白地地域から準
工業地域に変更
あわせて、大規模集客施設※の立地を制限する特別
用途地区を指定

既存用途地域との連続性および
計画的な工業集積に向け、用途
白地地域から工業地域に変更

※ 大規模集客施設とは

劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所及び場外車券場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が１万㎡を超えるものをいう

商業・工業での利活用を想定し、国道３２５号線沿
いに、沿道型の用途地域を検討

※農振農用地区域等については用途指定を行わない

護川小学校



公聴会の開催等
による

住民意見の反映

住民等による
意見の提出

（縦覧期間中）

都市計画の案の
公告・縦覧（２週間）

大津町
都市計画審議会

都道府県知事への
協議

都市計画の決定
告示・縦覧

都市計画の
案の作成

＜熊本県＞ ＜大津町＞ ＜住民等＞
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事前協議

国土利用計画審議会
農業振興審議会

R7.11下旬頃

R7.12下旬頃

R8.1頃

R8.2頃

R8.3頃

本日
R7.10.15

～R7.11下旬

※上記スケジュールは現時点での見込みであり、変更になる可能性があります

都市計画決定（変更）までの流れ


